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年
度
に
続
い
て
の
料
率
ア
ッ
プ

と
な
り
ま
す
。
納
付
金
額
の
先

行
き
は
不
透
明
な
た
め
今
後
も

予
断
を
許
さ
な
い
状
況
は
変
わ

ら
ず
、
継
続
的
な
料
率
改
定
は

避
け
ら
れ
そ
う
に
あ
り
ま
せ
ん
。

　

改
定
し
た
料
率
８
・
１
％
は

現
行
の
７
・
７
％
よ
り
０
・
４

％
増
。
引
き
上
げ
分
は
事
業
主

と
被
保
険
者
で
折
半
と
な
り
ま

す
。
改
定
は
26
年
３
月
１
日
か

ら
で
徴
収
は
４
月
分
給
与
か
ら

と
な
り
ま
す
。
被
保
険
者
の
保

険
料
月
額
の
負
担
増
は
現
行
よ

り
最
大
２
４
２
０
円
、
平
均
で

は
１
０
０
０
円
と
な
り
ま
す
。

　

料
率
引
き
上
げ
の
原
因
は
平

成
20
年
度
に
創
設
さ
れ
た
現
在

の
高
齢
者
医
療
制
度
へ
の
支
援

な
ど
を
名
目
で
国
に
納
め
る
納

付
金
の
増
加
で
す
。
全
国
の
健

保
組
合
１
４
２
０
で
組
織
す
る

20
年
度
以
降
、
増
大
す
る
国
へ

の
納
付
金
に
伴
う
慢
性
的
な
赤

字
財
政
を
解
消
す
る
た
め
、
24

　

神
戸
新
聞
健
康
組
合
は
、
平

成
26
年
度
か
ら
保
険
料
率
を
８・

１
％
に
引
き
上
げ
ま
す
。
平
成

止
ま
ら
ぬ
納
付
金
負
担
増

継
続
的
な
見
直
し
必
至

〈神戸新聞健保の収支と別途積立金の推移〉

２年ぶり料率改定
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化
の
進
展
や
医
療
の
高
度
化
な

ど
に
伴
い
保
険
給
付
費
も
増
加
。

料
率
を
引
き
上
げ
た
24
年
度
を

除
き
、
納
付
金
と
保
険
給
付
費

を
合
わ
せ
た
義
務
的
経
費
は
、

保
険
料
収
入
を
上
回
り
続
け
て

い
ま
す
。
こ
れ
ま
で
余
剰
金
を

充
て
て
い
た
「
別
途
積
立
金
」

か
ら
の
取
り
崩
し
て
い
る
も
の

の
限
界
に
き
て
い
ま
す
。

　

す
で
に
25
年
度
の
経
常
赤
字

は
約
１
億
６
０
０
０
万
円
が
見

込
ま
れ
て
い
ま
す
。
国
へ
の
納

付
金
４
億
４
２
７
３
万
円
を
含

め
た
義
務
的
経
費
は
９
億
２
６

２
７
万
円
と
な
り
、
保
険
料
収

入
を
約
７
４
９
０
万
円
も
超
過
。

25
年
度
末
の
「
別
途
積
立
金
」

残
高
は
１
億
９
７
０
０
万
円
と

な
り
ま
す
。

　

こ
の
残
高
で
も
26
年
度
予
算

編
成
に
支
障
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、

大
幅
な
経
常
赤
字
は
避
け
ら
れ

そ
う
に
あ
り
ま
せ
ん
。
結
果
と

し
て
27
年
度
に
高
率
の
料
率
引

き
上
げ
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
と

判
断
し
ま
し
た
。

　

こ
の
状
況
を
踏
ま
え
、
料
率

改
定
に
つ
い
て
平
成
25
年
11
月

健
康
保
険
組
合
連
合
会
に
よ
る

と
、
課
せ
ら
れ
た
納
付
金
が
平

成
24
年
度
に
は
計
３
兆
１
３
２

８
億
円
と
過
去
最
高
を
記
録
。

４
割
以
上
の
組
合
が
料
率
引
き

上
げ
に
踏
み
切
り
ま
し
た
。

　

当
健
保
組
合
も
例
外
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。
20
年
度
以
降
、
納

付
金
額
は
上
昇
。
加
え
て
高
齢

　

近
年
、
受
診
者
が
増
え
て
い

る
接
骨
院
、
整
骨
院
は
、
健
康

保
険
の
使
え
る
ケ
ー
ス
は
限
ら

れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
適
用
範

囲
の
誤
解
か
ら
不
正
な
受
療
、

請
求
な
ど
の
問
題
が
表
面
化
。

一
方
、
受
診
件
数
の
増
加
で
当

組
合
職
員
だ
け
の
点
検
で
は
十

分
に
目
が
行
き
届
き
に
く
く
な

　

医
療
費
適
正
化
の
取
り
組
み

と
し
て
、
４
月
か
ら
当
健
保
組

合
は
、
被
保
険
者
、
被
扶
養
者

が
受
診
し
た
接
骨
院
、
整
骨
院

な
ど
柔
道
整
復
師
か
ら
の
請
求

内
容
の
確
認
に
つ
い
て
点
検
機

関
「
ガ
リ
バ
ー
・
イ
ン
タ
ー
ナ

シ
ョ
ナ
ル
」（
本
社
・
大
阪
）
に

業
務
委
託
し
ま
す
。

っ
て
い
ま
す
。
医
療
費
の
支
出

を
抑
え
、
健
保
財
政
の
健
全
化

を
進
め
る
た
め
、
点
検
業
務
を

「
ガ
リ
バ
ー
」
に
委
託
し
ま
し

た
。

　
「
ガ
リ
バ
ー
」
は
、
柔
道
整
復

師
か
ら
当
健
康
保
険
組
合
へ
の

請
求
内
容
を
点
検
す
る
際
、
施

術
な
ど
受
診
者
に
書
面
で
照
会

す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
４
月

以
降
、「
ガ
リ
バ
ー
」
よ
り
照
会

文
書
が
送
付
さ
れ
ま
し
た
ら
、

回
答
を
記
入
の
上
、
返
送
を
お

願
い
し
ま
す
。
照
会
は
受
診
月

か
ら
数
か
月
後
と
な
り
ま
す
の

で
、
領
収
書
な
ど
資
料
の
保
管

も
お
願
い
し
ま
す
。

の
健
全
化
に
向
け
医
療
費
抑
制

の
取
り
組
み
を
進
め
ま
す
。
ジ

エ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
の
利
用
促

進
、
ウ
オ
ー
キ
ン
グ
イ
ベ
ン
ト

な
ど
保
健
事
業
を
通
じ
て
被
保

険
者
の
健
康
へ
の
意
識
向
上
と

増
進
を
図
り
ま
す
。
ま
た
医
療

機
関
や
、
整
骨
院
、
鍼
灸
院
な

ど
か
ら
届
く
請
求
内
容
の
点
検

精
度
を
高
め
、
支
出
の
適
正
化

に
努
め
ま
す
。

　

し
か
し
当
健
保
組
合
を
取
り

巻
く
環
境
は
厳
し
く
、
先
行
き

は
不
透
明
で
す
。
今
回
、
改
定

し
た
料
率
で
は
長
期
的
な
財
政

の
安
定
化
に
十
分
と
は
断
言
で

き
ま
せ
ん
。
27
年
度
以
降
、
25

年
度
決
算
状
況
、
26
年
度
上
半

期
の
収
支
推
移
な
ど
に
注
視
し

な
が
ら
、
迅
速
な
対
応
に
努
め

ま
す
。

　

一
方
、
健
保
組
合
で
は
財
政

20
日
の
理
事
会
、
28
日
の
組
合

会
で
そ
れ
ぞ
れ
審
議
さ
れ
、
承

認
さ
れ
ま
し
た
。
料
率
の
引
き

上
げ
幅
は
、
事
業
主
、
被
保
険

者
へ
の
極
端
な
負
担
増
は
避
け
、

０
・
４
％
と
し
ま
し
た
。
改
定

に
伴
う
26
年
度
保
険
料
収
入
は

約
３
７
０
０
万
円
増
、
26
年
度

末
の
「
別
途
積
立
金
」
は
１
億

９
３
０
０
万
円
と
推
計
さ
れ
ま

す
。

l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

柔整師請求

点
検
業
務
を
外
部
委
託

新しい健康保険料率
（平成26年３月分より改定）

改　定　後 改　定　前

81/1000

事業主負担　49/1000

被保険者負担　32/1000

77/1000

事業主負担　47/1000

被保険者負担　30/1000

４
月
か
ら　

照
会
回
答
に
協
力
を
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件
か
ら
最
大
20
件
に
増
え
ま
す
。

現
在
、
家
族
の
多
い
被
保
険
者

は
医
療
費
通
知
が
２
通
以
上
と

な
り
、「
保
管
に
か
さ
ば
る
」「
見

に
く
い
」
な
ど
が
解
消
さ
れ
ま

す
。

　

医
療
費
通
知
の
発
行
は
、
今

年
度
ま
で
毎
月
で
す
が
、
新
年

　

毎
月
発
行
す
る
医
療
費
通
知

「
医
療
費
と
保
険
給
付
金
の
お

し
ら
せ
」
は
、
２
月
分
か
ら
デ

ザ
イ
ン
を
一
新
し
ま
す
。

　

従
来
の
横
長
の
様
式
よ
り
も

小
さ
い
Ａ
４
の
三
つ
折
り
サ
イ

ズ
。
支
払
っ
た
医
療
費
な
ど
の

表
示
が
、
こ
れ
ま
で
の
最
大
８

【
新
住
所
】

・
イ
ム
ス
八
重
洲
ク
リ
ニ
ッ
ク

東
京
都
中
央
区
京
橋
２
―
７

―
19　

京
橋
イ
ー
ス
ト
ビ
ル

５
階

・
日
比
谷
公
園
ク
リ
ニ
ッ
ク　

東
京
都
港
区
新
橋
１
―
18
―

１　

航
空
会
館
ビ
ル
４
階

・
厚
生
堂
長
崎
病
院　

広
島
市

西
区
横
川
新
町
３
―
11

〈
受
診
に
つ
い
て
〉

・
年
１
回
（
４
月
か
ら
翌
年
３

月
）
受
診
出
来
ま
す
。

・
自
己
負
担
額
は
、
被
保
険
者

５
千
円
、被
扶
養
者
６
千
円
。

・
当
健
保
契
約
検
査
項
目
以
外

度
か
ら
は
隔
月
に
変
更
し
ま
す
。

経
費
削
減
の
た
め
で
、
２
か
月

分
の
内
容
を
記
載
、名
称
も「
医

療
費
の
お
知
ら
せ
」
と
な
り
ま

す
。

　

ま
た
付
加
給
付
金
や
高
額
療

養
費
、
傷
病
手
当
金
等
の
給
付

金
の
支
給
が
あ
る
方
は
、
支
給

月
に
「
医
療
費
の
お
知
ら
せ
と

支
給
決
定
通
知
書
」
を
発
行
。

新
し
い
医
療
費
通
知
と
同
じ
様

式
で
、
従
来
通
り
事
業
主
経
由

で
お
渡
し
し
ま
す
。

の
検
査
を
希
望
さ
れ
た
場
合
、

オ
プ
シ
ョ
ン
分
は
全
額
自
己

負
担
で
当
日
、
窓
口
で
お
支

払
い
く
だ
さ
い
。

・
契
約
医
療
機
関
は
、
各
事
業

所
の
総
務
担
当
者
に
問
い
合

わ
せ
下
さ
い
（
神
戸
新
聞
社

イ
ン
ト
ラ
ネ
ッ
ト
に
も
掲
載
）。

・
医
療
機
関
に
よ
っ
て
は
、
非

常
に
予
約
が
取
れ
に
く
い
状

態
で
す
。
申
込
書
に
記
入
す

る
希
望
日
は
１
ヶ
月
以
上
先

の
日
付
で
ご
検
討
下
さ
い
。

・
定
期
健
康
診
断
の
代
用
と
な

る
の
は
、
４
月
、
５
月
、
９

月
、
10
月
の
受
診
で
す
。

　

人
間
ド
ッ
ク
受
診
を
契
約
す

る
医
療
機
関
の
一
部
に
名
称
と

住
所
の
変
更
が
あ
り
ま
し
た
。

対
象
医
療
機
関
の
新
名
称
、
新

住
所
は
次
の
通
り
で
す
。

【
新
名
称
】

社
会
保
険
神
戸
中
央
病
院

→　

独
立
行
政
法
人
地
域
医
療

機
能
推
進
機
構　

神
戸
中
央
病

院
（
平
成
26
年
４
月
以
降
）

　

新
年
度
を
迎
え
る
と
、
卒
業
、
入
学
、

就
職
な
ど
家
族
の
状
況
が
変
わ
る
方
は
少

な
く
あ
り
ま
せ
ん
。
就
職
は
資
格
喪
失
、

卒
業
、
進
学
で
は
継
続
認
定
や
転
居
届
な

ど
健
保
組
合
の
手
続
き
が
必
要
で
す
。
該

当
さ
れ
る
方
は
各
事
業
所
の
総
務
担
当
者

を
通
じ
、
速
や
か
に
健
保
組
合
へ
の
届
け

出
を
お
願
い
し
ま
す
。
必
要
書
類
は
各
事

業
所
の
総
務
担
当
者
、
健
保
組
合
事
務
所

で
管
理
し
て
い
ま
す
の
で
、
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

入学、卒業、就職、転居…

変更届を忘れずに

住
所
な
ど
の

一
部
に
変
更

ド
ッ
ク
医
療
機
関

医療費通知

４
月
か
ら
隔
月
発
行

体
裁
も
２
月
に
一
新新しい医療費通知「医療費のお知らせ」と「医療費の

お知らせと保険給付金の支給決定通知」　　　　　　
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〈きりとり線〉

〈きりとり線〉

〈
き
り
と
り
線
〉

〈
き
り
と
り
線
〉

単位　円

標　準　報　酬 報　酬　月　額
保　　険　　料　　月　　額

被 保 険 者 事　業　主 合　計
等
級 月　額 日額 円以上～円未満 一般保険料 介護保険料 一般保険料 介護保険料 一般保険料 介護保険料

1 58,000 1,930 ～ 　63,000 1,856 348 2,842 348 4,698 696
2 68,000 2,270 63,000～ 　73,000 2,176 408 3,332 408 5,508 816
3 78,000 2,600 73,000～ 　83,000 2,496 468 3,822 468 6,318 936
4 88,000 2,930 83,000～ 　93,000 2,816 528 4,312 528 7,128 1,056
5 98,000 3,270 93,000～　101,000 3,136 588 4,802 588 7,938 1,176
6 104,000 3,470 101,000～　107,000 3,328 624 5,096 624 8,424 1,248
7 110,000 3,670 107,000～　114,000 3,520 660 5,390 660 8,910 1,320
8 118,000 3,930 114,000～　122,000 3,776 708 5,782 708 9,558 1,416
9 126,000 4,200 122,000～　130,000 4,032 756 6,174 756 10,206 1,512
10 134,000 4,470 130,000～　138,000 4,288 804 6,566 804 10,854 1,608
11 142,000 4,730 138,000～　146,000 4,544 852 6,958 852 11,502 1,704
12 150,000 5,000 146,000～　155,000 4,800 900 7,350 900 12,150 1,800
13 160,000 5,330 155,000～　165,000 5,120 960 7,840 960 12,960 1,920
14 170,000 5,670 165,000～　175,000 5,440 1,020 8,330 1,020 13,770 2,040
15 180,000 6,000 175,000～　185,000 5,760 1,080 8,820 1,080 14,580 2,160
16 190,000 6,330 185,000～　195,000 6,080 1,140 9,310 1,140 15,390 2,280
17 200,000 6,670 195,000～　210,000 6,400 1,200 9,800 1,200 16,200 2,400
18 220,000 7,330 210,000～　230,000 7,040 1,320 10,780 1,320 17,820 2,640
19 240,000 8,000 230,000～　250,000 7,680 1,440 11,760 1,440 19,440 2,880
20 260,000 8,670 250,000～　270,000 8,320 1,560 12,740 1,560 21,060 3,120
21 280,000 9,330 270,000～　290,000 8,960 1,680 13,720 1,680 22,680 3,360
22 300,000 10,000 290,000～　310,000 9,600 1,800 14,700 1,800 24,300 3,600
23 320,000 10,670 310,000～　330,000 10,240 1,920 15,680 1,920 25,920 3,840
24 340,000 11,330 330,000～　350,000 10,880 2,040 16,660 2,040 27,540 4,080
25 360,000 12,000 350,000～　370,000 11,520 2,160 17,640 2,160 29,160 4,320
26 380,000 12,670 370,000～　395,000 12,160 2,280 18,620 2,280 30,780 4,560
27 410,000 13,670 395,000～　425,000 13,120 2,460 20,090 2,460 33,210 4,920
28 440,000 14,670 425,000～　455,000 14,080 2,640 21,560 2,640 35,640 5,280
29 470,000 15,670 455,000～　485,000 15,040 2,820 23,030 2,820 38,070 5,640
30 500,000 16,670 485,000～　515,000 16,000 3,000 24,500 3,000 40,500 6,000
31 530,000 17,670 515,000～　545,000 16,960 3,180 25,970 3,180 42,930 6,360
32 560,000 18,670 545,000～　575,000 17,920 3,360 27,440 3,360 45,360 6,720
33 590,000 19,670 575,000～　605,000 18,880 3,540 28,910 3,540 47,790 7,080
34 620,000 20,670 605,000～　635,000 19,840 3,720 30,380 3,720 50,220 7,440
35 650,000 21,670 635,000～　665,000 20,800 3,900 31,850 3,900 52,650 7,800
36 680,000 22,670 665,000～　695,000 21,760 4,080 33,320 4,080 55,080 8,160
37 710,000 23,670 695,000～　730,000 22,720 4,260 34,790 4,260 57,510 8,520
38 750,000 25,000 730,000～　770,000 24,000 4,500 36,750 4,500 60,750 9,000
39 790,000 26,330 770,000～　810,000 25,280 4,740 38,710 4,740 63,990 9,480
40 830,000 27,670 810,000～　855,000 26,560 4,980 40,670 4,980 67,230 9,960
41 880,000 29,330 855,000～　905,000 28,160 5,280 43,120 5,280 71,280 10,560
42 930,000 31,000 905,000～　955,000 29,760 5,580 45,570 5,580 75,330 11,160
43 980,000 32,670 955,000～1,005,000 31,360 5,880 48,020 5,880 79,380 11,760
44 1,030,000 34,330 1,005,000～1,055,000 32,960 6,180 50,470 6,180 83,430 12,360
45 1,090,000 36,330 1,055,000～1,115,000 34,880 6,540 53,410 6,540 88,290 13,080
46 1,150,000 38,330 1,115,000～1,175,000 36,800 6,900 56,350 6,900 93,150 13,800
47 1,210,000 40,330 1,175,000～ 　　　　 38,720 7,260 59,290 7,260 98,010 14,520

被保険者負担率

一般保険料率 32
1000

介護保険料率 6
1000

事業主負担率

一般保険料率 49
1000

介護保険料率 6
1000

当組合の保険料月額表
（調整保険料を含む）

◇保険料率改定に伴う新しい保険料月額表です。切り取りの上、配布した「社会保険のしおり」
21㌻「当組合の保険料月額表」に挟み込んでください。


